






３．有害鳥獣対策の功績（具体的効果）

■ 荒廃地（≠遊休）農地解消
■ 荒廃地から特産物へ
■ 山間地域への農地拡大推進

有害鳥獣対策がもたらした効果が
見える形で・・・予算化には大切



４．功績への道のり

～具体的な対策の変遷は、竹下さんから～

■鳥獣専門員の雇用がスタート

有害鳥獣対策が行き詰って
・何をすればよいのか（一般職職員では）
⇒野生鳥獣対策の専門家に相談



野生鳥獣対策の専門家（大学教授）に相談

結果・・・農林課に鳥獣専門員を配置
雇用形態は嘱託職員（23・24）
正規職員へ（25～）

鳥獣専門員雇用には問題点もあったが
○正規か臨時か嘱託か
○採用後の人事は



鳥獣専門員を正規雇用した結果は



５．鳥獣専門員退職後の現状

令和５年4月より、狩猟免許（わな・第一
種銃猟）、猟銃所持許可を有する実猟経験等
を持った一般事務職員が野生鳥獣業務に携
わっており、ガバメントハンターを担う人材
として、所管する農林課に一般職として配属

⇒さらに長期的視野に立った体制の構築を
検討している


